
 

令和６年度 訪問看護継続研修実施要項 

 
訪問看護師が出会う困難ケースへの対応方法 

 

目 的： 訪問看護における困難ケースについて学び、適切な訪問看護実践ができるようになる。 

主 催： 山梨県・公益社団法人山梨県看護協会 山梨県訪問看護支援センター 

日 時： 第１回 令和６年７月５日（金） 

         第２回 令和７年１月１７日（金） 

   ９：３０～１５：３０  (受付： ９:００ ～ ９:１５ ) 

*両日、同じ内容になります。 

場 所： 山梨県看護教育研修センター ２階  中研修室 

対 象： 訪問看護ステーションに勤務する看護職、病院の訪問看護部門に勤務する看護職 

定 員： ２０名 ＊１事業所から複数申し込みの場合は、人数調整させていただくことがあります。 

受 講 料： 無料 

プログラム 

  

日   時 内    容 講   師(敬称略) 

第１回：Ｒ６年７月５
日(金) 

第２回：Ｒ７年１月１７
日（金） 

９：３０  

  ～１２:００ 

【講義】 

１．所属する組織体制とスタッフの傾向を知る 

２．困難ケースへの解決方法と組織アプローチ 

   （グループワーク） 

 

訪問看護ステーション緑風所長 

精神科認定看護師 

           渡邊 恭佑 

 

第１回：Ｒ６年７月５
日(金) 

第2回：Ｒ７年１月１７
日（金） 

１３：００～ 

   １５：３０ 

【演習】 

１．事例検討（グループワーク） 

【まとめ】 

   ※終了時間、研修内容は多少変更する可能性があります。 
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山梨県訪問看護支援センター 並木・小宮山・松本 

TEL：055－225－3035 FAX：055－222－5988 

E-mail：tsm@yna.or.jp 


